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はじめに 

 この取組は、民法に基づく財産清算人制度を活用し、所有者不存在空家等の流通を促

進するために実施するものです。 

 財産清算人制度は、裁判所の決定等を要する手続があるため、この取組により空家等

の利活用（購入）希望者が、当該空家等の買受人になること、希望する額で購入するこ

とのほか、市が行う手続そのものが不能となること(以下「取組の不確実性」という。)

があります。なお、取組の不確実性や空家等の瑕疵により、利活用（購入）希望者に損

害が発生しても、市は一切の責任を負いません。 

 このような取組の不確実性や空家等の瑕疵がある可能性を、理解・承知のうえ応募し

てください。 

 

○手続の流れ 

１ 利活用（購入）希望の申込 

  申込期間内に申込書に必要書類を添付し、都市計画・建築住宅課に持参又は郵送 

２ 買受予定者の決定 

  購入希望価格の降順に買受予定者を決定し通知 

  （同額の購入希望価格が複数ある場合は抽選による） 

３ 買受予定者の意思確認 

  買受予定者に次に掲げる内容などを説明し、購入の意思を確認 

（１）必ずしも買受予定者が当該空家等の購入者となるとは限らない 

（２）購入価格が詳細な査定や裁判所の決定により増額することがある 

（３）空家等に瑕疵がある可能性がある 

（４）その他市が行う手続そのものが不能となり取組を中止することがある 

４ 選任手続依頼及び預託金の納入 

  市に民法に基づく相続財産清算人選任に係る手続を依頼し預託金を納入 

５ 相続財産清算人の選任手続 

  市等が、民法に基づき相続財産清算人選任の手続を行う。 

  ※この時点で、裁判所の判断により手続を行えず取組を中止する場合があります。 

６ 売買（５の手続により相続財産清算人が選任された場合） 

  空家等を詳細査定等し、売買価格を決定 

相続財産清算人と売買契約し、代金支払及び空家等引渡し 

  ※詳細査定等により、購入価格が希望価格より増額する場合があります。 

  ※裁判所の判断により、競売による売却となり購入が不能となる場合があります。 
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第１ 対象空家等 

１ 買受価格の下限額 

 空家等の購入希望額（買付証明に記載する額）は、次に掲げる金額以上の額とすること。 

  買付価格の下限額 金３，０００，０００円 

 

２ 預託金 

 買受予定者として最終の購入意思を示した後、預託金を納入すること。 

 なお、預託金は、相続財産清算人と当該空家等に係る売買契約を締結した場合、又は、

取組の不確実性により買受予定者が当該空家等を購入することができなくなった場合に、

返還します。 

    預託金  金１，０００，０００円 

 

３ 建物 

（１）所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目２３１番地１７ 

（２）家屋番号  ２３１番１７ 

（３）種類  居宅 

（４）構造  木造瓦葺平家建 

（５）床面積  ９５.６２平方メートル 

（６）建築年  昭和５４年５月新築 

 

４ 土地（登記記録） 

（１）所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目 

（２）地番  ２３１番１７ 

（３）地目  宅地 

（４）地積  ３３０．８８平方メートル 

 

５ その他注記 

（１）土地に対する権利  所有権 

（２）空家等の状況  普通 

（３）所有権以外の権利等 無 

（４）建築等に係る制限等   都市計画区域外 

（５）隣接地状況 

  ア 北  民有地 

  イ 西  京丹後市道 相之目２号線(前面道路幅員５．０ｍ) 

  ウ 東  民有地 

  エ 南  民有地 

（６）その他 

  ア 買受価格 
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 下限価格は概算のものであり、財産清算人が選任された後に、改めて宅地建物取

引業者等による詳細な評価により、買受価格決定されるものであること。 

  イ 買受の不確実性 

 次に掲げる事由により、利活用(購入)希望者が、買受者となるとは限らないこと。 

  （ア）相続財産清算人 

    市が推薦する者が相続財産清算人に選任されないこと 

  （イ）空家等の処分方法 

    競売により買受人が決定されること 

  ウ 残置物 

    空家等の中には、家具、家電、衣類、生活不要物の残置があります。（利活用希望

者により処分が必要です。） 

またカーポートに軽自動車があります。 

     

 

第２ 応募条件 

 利活用（購入）希望の申込は、次の要件を満たす者に限ります。 

（１）市区町村税、法人税並びに消費税及び地方消費税（以下「市区町村税等」という。）

に未納がないこと 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団、京丹後市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員

等若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を含む又はそれらの利益になる活動を

行う者でないこと 

（３）空家等の状態がどのような状況であっても購入することを誓約すること（次号の場

合を除く。） 

（４）裁判所の判断等により、財産清算人の手続が行えず又は購入することが不能となっ

た場合は、これを異議なく承諾すること 

 

 

第３ 利活用（購入）希望の申込 

１ 募集期間 

  令和８年１月９日（金）から令和８年３月３１日（火）まで 

  （土曜日、日曜日、及び祭日を除く。） 

 

２ 申込時間 

  午前９時００分から午後４時３０分まで 

 

３ 応募締切 

  令和８年３月３１日（火）午後４時３０分まで（持参又は郵送必着） 
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４ 提出書類 

  次に掲げる書類を提出してください。 

（１）空家等の利活用（購入）希望申込書 

（２）買付証明書 

（３）市区町村税等に未納（納付期限が到来していないものを除く。）が無いことを証明す

る書類 

（４）宣誓及び誓約書 

（５）その他市長が必要と認める書類（必要に応じ求めるものとします。） 

 

５ 提出先 

   京丹後市役所 建設部 都市計画・建築住宅課 

   〒629-3101 京丹後市網野町網野 353 番地の１ 

   電話 0772-69-0530 

 

第４ 買受予定者の決定 

 利活用（購入）希望申込を行った者の中から、買受予定者の順位を決定し通知します。 

（１）１者のみの申込みの場合 

 利活用（購入）希望申込を行った者を１位とします（買受価格の下限以上の額のも

のに限る。）。 

（２）複数者の申込みがある場合 

   買受希望価格の降順に順位付けをします。 

   買受希望価格に同額の者が複数ある場合は、抽選によりその額の順位付けをします。 

 

第５ 買受希望者の意思の確認 

 買受予定者に次に掲げる内容などを説明し、購入の意思を確認します。 

 なお、意思確認により購入希望を撤回した場合は、次順位の買受予定者に同様に確認す

ることとします。 

 購入意思が確認された場合は、市が法的手続を進めることとします。 

（１）必ずしも買受予定者が当該空家等の購入者となるとは限らない旨 

（２）購入価格が詳細な査定や裁判所の決定により増額することがある旨 

（３）空家等に瑕疵がある可能性がある旨 

（４）その他市が行う手続そのものが不能となり取組を中止することがある旨 
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第６ 選任手続き依頼及び預託金の納入 

 最終購入意思を示した買受希望者は、相続財産清算人選任の申立てを市に依頼します。 

市と覚書を締結し預託金を納入します。 

 

第７ 相続財産清算人の選任手続 

 市は、預託金の納入確認後、民法に基づき財産清算人の選任請求を行います。 

 ただし、市に利害関係人としての要件を満たさないと判断された場合は、手続を行うこ

とができなくなり、この取組を中止することとなります。この場合は、買受希望者に空家

等を移転することが不能となりますので、了承してください。 

 

第８ 売買 

 市が推薦する者が相続財産清算人に選任された場合は、その者と売買の手続を進めるこ

ととなります。市は、これ以降の手続（完了を除く。）について関与しません。 

 空家等について、宅地建物取引業者等により詳細な査定を行い、売買価格が決定されま

す。 

 裁判所の許可により、相続財産清算人と売買契約し、代金支払及び空家等引渡しとなり

ます。 

 売買契約の後、預託金を返還します。 

 なお、次のことにより購入額の増額や購入不能となる場合がありますので、了承してく

ださい。 

（１）詳細査定等により、購入価格が希望価格より増額する場合があります。 

（２）裁判所の判断により、競売による売却となり購入が不能となる場合があります。 

 

第９ 完了 

 空家等の所有権移転登記が完了したときは、空家等利活用（購入）手続完了届出書によ

り、市に届け出てください。 

 

問合せ先 

京丹後市 建設部 都市計画・建築住宅課 

〒629-3101 京丹後市網野町網野 353 番地の 1 

電 話：０７７２－６９－０５３０ 

ＦＡＸ：０７７２－７２－５４２１ 

メールアドレス：toshi-kenchiku@city.kyotango.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.kyotango.lg.jp 
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法務省 旧土地台帳附属地図 
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法務省 地積測量図 
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法務省 建物図面・各階平面図 
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様式１ 

令和  年  月  日  

 

住 所                  

氏 名               ㊞  

連絡先                  

 

京丹後市長 中 山  泰 様 

 

   空家等の利活用（購入）希望申込書 

 

 空家等を利活用するために購入を希望するので、次のとおり申込みます。 

記 

１ 購入を希望する空家等 

（１）建物 

ア 所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目２３１番地１７ 

イ 種類  居宅 

ウ 構造  木造瓦葺平家建 

（２）土地 

ア 所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目 

イ 地番  ２３１番１７ 

ウ 地目  宅地 

エ 地積  ３３０．８８平方メートル 

 

２ 買受希望価格 

  金           円 
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様式２ 

買付証明書 

 

令和  年  月  日  

 

京丹後市長 中 山  泰 様 

住 所                  

氏 名               ㊞  

 

 私は、下記の空家等を下記の価格にて購入したく、その所有者から買い付けることを証

明します。 

記 

１ 空家等   

（１）建物 

ア 所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目２３１番地１７ 

イ 種類  居宅 

ウ 構造  木造瓦葺平家建 

（２）土地 

ア 所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目 

イ 地番  ２３１番１７ 

ウ 地目  宅地 

エ 地積  ３３０．８８平方メートル 

 

２ 購入価格 

  金         円也 

 

３ 支払方法 

  現金     銀行融資     その他（                 ） 
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様式３ 

空家等利活用（購入）希望に係る宣誓及び誓約書 

 

 令和  年  月  日  

 

京丹後市長 中 山  泰 様 

 

   住 所                  

                   氏 名               ㊞ 

 

空家等利活用（購入）希望の申し込みに当たり、下記のことを宣誓及び誓約します。 

記 

１ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団、京丹後市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等

若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を含又はそれらの利益になる活動を行

う者でないこと（確認のための京都府京丹後署等に対する関係情報の照会及び取得に

ついて承諾する。） 

２ 預託金１，０００，０００円を市に納入すること 

３ 空家等の状態がどのような状況であっても、購入すること（次項の場合を除く。） 

４ 裁判所の判断等により、財産清算人の手続が行えず又は購入することが不能となった

場合は、これを異議なく承諾すること 

不能となる事由等 

（１）市が推薦した者が財産清算人に選任されない場合 

（２）競売により購入者を決定される場合 

（３）詳細な査定により空家等の価値と購入希望価格との乖離が大きい場合 

５ 空家等の状態に瑕疵があったとしても、京丹後市に異議を申立てないこと 
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様式１ 

令和８年１月９日  

住 所 京丹後市峰山町杉谷８８９番地   

氏 名 京丹後 太郎        ㊞  

連絡先 ０７７２－００－００００     

 

京丹後市長 中 山  泰 様 

 

   空家等の利活用（購入）希望申込書 

 

 空家等を利活用するために購入を希望するので、次のとおり申込みます。 

記 

１ 購入を希望する空家等 

（１）建物 

ア 所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目２３１番地１７ 

イ 種類  居宅 

ウ 構造  木造瓦葺平家建 

（２）土地 

ア 所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目 

イ 地番  ２３１番１７ 

ウ 地目  宅地 

エ 地積  ３３０．８８平方メートル 

 

２ 買受希望価格 

  金  X，０００，０００ 円 

  

記入例 

京丹後 
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様式２ 

買付証明書 

 

令和８年１月９日  

 

京丹後市長 中 山  泰 様 

住 所 京丹後市峰山町杉谷８８９番地   

氏 名 京丹後 太郎        ㊞  

 

 私は、下記の空家等を下記の価格にて購入したく、その所有者から買い付けることを証

明します。 

記 

（１）建物 

ア 所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目２３１番地１７ 

イ 種類  居宅 

ウ 構造  木造瓦葺平家建 

（２）土地 

ア 所在  京丹後市峰山町二箇小字相之目 

イ 地番  ２３１番１７ 

ウ 地目  宅地 

エ 地積  ３３０．８８平方メートル 

 

２ 購入価格 

  金 X，０００，０００ 円也 

 

３ 支払方法 

  現金     銀行融資     その他（                 ） 

  

記入例 

京丹後 
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様式３ 

空家等利活用（購入）希望に係る宣誓及び誓約書 

 

令和８年１月９日  

 

京丹後市長 中 山  泰 様 

 

住 所 京丹後市峰山町杉谷８８９番地   

氏 名 京丹後 太郎        ㊞  

 

空家等利活用（購入）希望の申し込みに当たり、下記のことを宣誓及び誓約します。 

記 

１ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団、京丹後市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等

若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を含又はそれらの利益になる活動を行

う者でないこと（確認のための京都府京丹後署等に対する関係情報の照会及び取得に

ついて承諾する。） 

２ 預託金１，０００，０００円を市に納入すること 

３ 空家等の状態がどのような状況であっても、購入すること（次項の場合を除く。） 

４ 裁判所の判断等により、財産清算人の手続が行えず又は購入することが不能となった

場合は、これを異議なく承諾すること 

不能となる事由等 

（１）市が推薦した者が財産清算人に選任されない場合 

（２）競売により購入者を決定される場合 

（３）詳細な査定により空家等の価値と購入希望価格との乖離が大きい場合 

５ 空家等の状態に瑕疵があったとしても、京丹後市に異議を申立てないこと 

 

記入例 

京丹後 


